
秋田県調理師試験委員に関する条例を廃止する条例案の概要

健 康 推 進 課

１ 廃止理由

調理師試験の実施に関する事務の一部を指定試験機関に行わせることに伴い、

秋田県調理師試験委員を廃止する必要がある。

２ 施行期日等

この条例は、公布の日から施行することとする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１

年秋田県条例第３５号）について所要の規定の整理を行うこととする。
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